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九州大学総長選考会議規則

平 成 １ ６ 年 度 九 大 規 則 第 ７ 号

施 行：平成１６年 ４月 １日

最終改正：平成２７年 ２月２４日

（平成２６年度九大規則第８２号）

（趣旨）

第１条 この規則は、国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第１２条第２項に規定する

総長選考会議の組織その他必要な事項を定めるものとする。

（組織）

第２条 総長選考会議は、次に掲げる者をもって組織する。

( ) 九州大学経営協議会規則（平成１６年度九大規則第５号）第２条第１項第５号に規定する1
者で、経営協議会において選出されたもの ７人

( ) 九州大学教育研究評議会規則（平成１６年度九大規則第６号）第２条第１項第４号から第2
６号までに規定する者で、教育研究評議会において選出されたもの ７人

２ 前項に掲げる者のほか、総長選考会議の定めるところにより、総長又は理事を総長選考会議

の委員に加えることができる。ただし、その数は、４人以内とする。

（任期）

第３条 前条第１項各号の委員の任期は、２年とする。ただし、経営協議会の委員又は教育研究

評議会の評議員としての任期の終期を超えることはできないものとし、委員に欠員が生じた場

合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

２ 前項の委員は、再任されることができる。

（権限）

第４条 総長選考会議の権限は、次に掲げるとおりとする。

( ) 総長の選考1
( ) 総長の解任の申出2

２ 総長選考会議は、前項に掲げる事項に係る手続その他の必要な事項に関する規則を定める。

（議長）

第５条 総長選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。

２ 議長は、総長選考会議を主宰する。

３ 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。

（事務）

第６条 総長選考会議に関する事務は、事務局各課等の協力を得て、総務部総務課において処理

する。

（補則）

第７条 この規則に定めるもののほか、総長選考会議の議事の手続その他必要な事項は、総長選

考会議の議長が定める。

附 則

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則（平成２０年度九大規則第３２号）

この規則は、平成２０年１０月１日から施行する。

附 則（平成２６年度九大規則第８２号）

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。

http://www.kyushu-u.ac.jp/Qdai-only/rule/kaisei/2014kisoku082.pdf

